
 

 

 

 

 

           

          

          

 
       

   

   

                 調査開始          調査開始せず 

  ・利害関係者への質問状の送付・回答 

 

 

 ・利害関係者からの回答内容の分析・検証  

 

 

                  仮決定 

       （約束の申出がある場合）      （必要があると認められるとき） 
 約  束 

(有効期間５年以内) 

暫定措置（原則４ヶ月以内） 

 

                

 

             調査取りやめ 
                   

           利害関係者への重要事実の通知 

                                                             

           

                   最終決定               課税せず 

 

 

             相殺関税課税（原則５年以内） 

（注）調査は、財務省、経済産業省及び産業所管省の三省が共同で実施。 

 

相殺関税措置の発動手順 
 

国内産業の利害関係者からの課税申請 

原
則
１
年
以
内
（
最
大
十
八
ヶ
月
以
内
） 

２
ヶ
月
を
目
途 （

輸
出
国
と
の
協
議
） 


